
指定研修機関になろう

[地方厚生局と事前相談]

指定申請書作成（様式１）
地方厚生局へ提出

実地調査（必要時）

医道審議会で審議

指定研修機関に指定

手続きの流れ

申請書類提出期限
5月31日または

11月30日

8月・2月に審議

指定申請書（様式1）の作成

※ 令和元年10月改正様式を使用

厚生労働省ホームページよりダウンロードできます

 厚生労働省HP「特定行為研修」のページ
に申請書類のフォーマットがあります。
記載例や申請者用QAも掲載しているので、
ぜひ参考にしてください。

 申請に関して不明なことがありましたら、
地方厚生局または厚生労働省医政局看護
課にお問い合わせください。

申請書類の準備

申請書は
様式1 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077077.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000201689_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000565180.pdf


申請書は
様式3 

NO

区分の変更申請と同時に
領域別パッケージ研修を計画

様式３提出 ※2

YES
申請書の□に
チェック

特定行為区分を追加しよう

[地方厚生局と事前相談]

特定行為区分申請書作成
（様式3）

地方厚生局へ提出

実地調査（必要時）

医道審議会で審議

変更申請の承認

手続きの流れ

8月・2月に審議

申請書類提出期限
5月31日または

11月30日

※１ 令和2年2月までに旧基準で指定された研修機関も該当
※２ 様式３提出時に領域別パッケージ研修を計画している場合には、領域別パッケージ研修に係る変更届出書（様式2）を省略できる
※３ 様式8での変更は、変更が生じてから1ヶ月以内に提出

NO

区分の変更申請と同時に
領域別パッケージ研修を計画

様式３提出 ※2

YES
申請書の□に
チェック

様式８提出 ※３

追加する区分の研修が開始となった
時に合わせ既に指定されている区分

についても新基準に変更

既に指定されている区分が旧基準
（平成31年4月26日までに指定されている）※１

申請書類の準備

既に指定されている区分が新基準



※ 様式8・２での変更は、変更が生じてから1ヶ月以内に提出

領域別パッケージ研修をしよう

[地方厚生局と事前相談]

指定研修機関変更届出書作成
（様式2又は様式８）
地方厚生局へ提出

手続きの流れ

領域別パッケージ研修の認定

パッケージ研修
を申請すること
について様式８

で届出

様式８提出 ※

令和5年3月31日までに
新基準に変更

旧基準で
領域別パッケージ研修を

実施する

様式８提出 ※

届出書の□に
チェック

既に指定されている基準が
旧基準の場合

新基準で
領域別パッケージ研修を

実施する

様式８提出 ※

届出書の□に
チェック

実施する研修を旧
基準から新基準に
変更することにつ
いて様式８で届出

届出書の□に
チェック

既に指定されている基準が
新基準の場合

様式2提出 ※

申請書類の準備

新基準で
領域別パッケージ研修を

実施する

領域別パッケージ研
修の届出をする時に
合わせ既に指定され
ている区分について
も新基準に変更


